
◎母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律 
（平成一四年一一月二九日法律第一一九号）   

一、提案理由（平成一四年一一月一日・衆議院厚生労働委員会） 

○坂口国務大臣 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提

案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 近年における離婚の急増など母子家庭等をめぐる諸状況が変化する中で、母子家庭等

の自立の促進を図りながら、その児童の健全な成長を確保することが重要な課題となっ

ております。 

 今回の改正は、こうした状況を踏まえ、母子家庭等に対する子育て支援の充実、就労

支援の強化、扶養義務の履行の確保、児童扶養手当制度の見直し等の措置を講ずること

により、総合的な母子家庭等対策を推進するものであります。 

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、母子家庭、父子家庭に対する子育て支援の充実であります。 

 市町村は、保育所への入所に関し、母子家庭等に対する特別の配慮をしなければなら

ないこととしております。 

 また、保護者の疾病等の場合に児童の保護を行う子育て短期支援事業を法律に位置づ

けるとともに、母子家庭等に対する日常生活の支援の充実を図ることとしております。 

 第二に、就労支援の強化であります。 

 都道府県は、母子家庭の母等の雇用の促進を図るため、母子福祉団体との連携のもと

に、就職に関する総合的な支援を行うことができることとし、都道府県等は、母子家庭

の母または事業主に対し、母子家庭の職業生活の安定及び技能の習得のための支援を行

うことができることとしております。 

 第三に、扶養義務の履行の確保であります。 

 母子家庭等の児童の親は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、養育に必要な

費用の負担等児童に対する扶養義務を履行するよう努めるとともに、国及び地方公共団

体は、その履行を確保するための措置を講ずるよう努めることとしております。 

 第四に、母子寡婦福祉貸付制度及び児童扶養手当制度の見直しであります。 

 母子寡婦福祉貸付金の貸付対象として、母子家庭の児童本人及び母子家庭の自立の促

進を図るための事業を行う母子福祉団体を追加するとともに、特定の貸付金の貸し付け

を受けた者について、所得の状況等によりその一部の償還を免除できることとしており

ます。 

 また、児童扶養手当の受給開始から五年間を経過した場合には、三歳未満の児童を監

護する者、障害者等に適切な配慮をしつつ、手当額の一部を支給しないこととするとと

もに、手当の受給資格の認定の請求期限を五年間とする規定を廃止することとしており

ます。 

 第五に、国及び地方公共団体における総合的な施策の推進であります。 



 厚生労働大臣は、母子家庭等の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針を定

めることとし、都道府県等は、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定することができる

こととしております。 

 最後に、この法律の施行期日は、平成十五年四月一日としております。 

 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でご

ざいます。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成一四年一一月一二日）   

○坂井隆憲君 ただいま議題となりました母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律

案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年における離婚の急増等母子家庭等をめぐる諸状況の変化にかんがみ、母

子家庭等の自立の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容

は、次のとおりであります。 

 第一に、市町村は、母子家庭及び父子家庭に対して、保育所への入所に関し、特別の

配慮をしなければならないこと、また、保護者の疾病等の場合に児童の保護を行う子育

て短期支援事業を行うことができること、 

 第二に、都道府県は、母子家庭の母等の雇用の促進を図るため、母子家庭就業支援事

業等を行うことができること、また、都道府県等は、母子家庭の母または事業主に対し、

母子家庭の職業生活の安定及び技能の習得のため、母子家庭自立支援給付金を支給する

ことができること、 

 第三に、母子家庭等の児童の親は、養育に必要な費用の負担等、児童に対する扶養義

務の履行に努めるとともに、国及び地方公共団体は、その履行を確保するための措置を

講ずるよう努めなければならないこと、 

 第四に、母子福祉資金の貸付対象に、母子家庭の児童及び母子家庭の自立の促進を図

るための事業を行う母子福祉団体を追加するとともに、特定の貸付金を受けた者につい

て、所得の状況等により一部の償還を免除できること、 

 第五に、児童扶養手当の受給開始から五年間を経過した場合には、障害者等に適切な

配慮をしつつ、手当額の一部を支給しないこととすること、 

 第六に、厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関す

る基本方針を定め、都道府県等は、母子家庭及び寡婦自立促進計画を策定すること 

等であります。 

 本案は、第百五十四回国会に提出され、五月十七日の本会議において趣旨説明が行わ

れ、同日厚生労働委員会に付託されましたが、継続審査となっていたものであります。 

 今国会におきまして、十一月一日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、六

日質疑に入り、七日には参考人から意見を聴取し、八日質疑を終了いたしました。討論

の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であ



ります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一四年一一月八日） 

 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 

一 国は、母子家庭が経済的自立を図れるよう、母子家庭の母の職業能力の開発及び母

子家庭の母の状況に応じた就業あっせん等の就労支援を就職に結びつくよう効果的に

進めるとともに、母子家庭の母に対する雇用の場の創出に努めること。 

二 国は、母子家庭等の児童に対する扶養義務の履行を確保するため、養育費支払い等

に関する広報・啓発活動の促進や教育費に関するガイドラインの策定等必要な措置を

講ずるよう努めるとともに、扶養義務の履行を確保する施策の在り方について引き続

き検討すること。また、現在、民事執行制度の見直しが検討されているが、養育費等

少額定期債務の問題については、母子家庭の実情を踏まえ、少ない回数の手続きで将

来発生する債務の差し押さえが行えるよう配慮すること。 

三 国は、児童扶養手当の受給期間が五年を超える場合の手当の一部支給停止に係る政

令を定めるに当たっては、改正法施行後における子育て・生活支援策、就労支援策、

養育費確保策、経済的支援策等の進展状況及び離婚の状況などを十分踏まえて制定す

ること。その際には母子福祉団体など幅広く関係者の意見を十分聞くこと。また、児

童扶養手当の所得制限については、今後とも社会経済情勢や母子家庭の状況等を勘案

しながら、適切に設定すること。 

四 国は、地方公共団体と連携を図りつつ母子世帯に対する公営住宅の優先入居を推進

するなど、公営住宅の積極的な活用が図られるよう努めること。また、賃貸住宅に入

居する場合の家賃保証について、民間の家賃保証サービスの活用を推進するとともに、

このような民間事業者による取り組み状況等を踏まえ必要な施策について検討するこ

と。 

三、参議院厚生労働委員長報告（平成一四年一一月二二日）   

○金田勝年君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近年の離婚の急増など母子家庭等をめぐる諸状況の変化に対応し、母子

家庭等の自立を促進するため、子育て支援の充実、就業支援の強化、扶養義務の履行の

確保、児童扶養手当制度の見直し等の総合的な対策を推進しようとするものであります。 

 委員会におきましては、実効ある就業支援策の必要性、養育費確保のための施策の在

り方、児童扶養手当の一部支給停止措置の是非等について質疑を行うとともに、参考人

から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局した後、民主党・新緑風会を代表して山本理事より、児童扶養手当法第十

三条の二第一項の政令を定めるに当たり、父の児童に対する扶養義務の履行の状況、受



給資格者の就職の状況等を勘案しなければならない旨の規定を加えることを内容とする

修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池委員、社会民主党・護

憲連合を代表して大脇委員より、それぞれ原案及び修正案に反対する旨の意見が述べら

れました。 

 討論を終局し、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（平成一四年一一月二一日） 

 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 

一、母子家庭の経済的自立を図るため、母子家庭の母の状況に応じた職業能力の開発や

就業あっせん等の就労支援策を、就職に結びつくよう効果的に進めるとともに、母子

家庭の母に対する雇用の場の創出に努めること。 

二、母子家庭の母を含め、いまだ不十分な女性の就業環境の整備を図るため、男女の雇

用機会均等の確保のための施策を充実するとともに、保育所の一層の整備等、職業生

活と家庭生活の両立支援策を更に拡充すること。 

  また、パートタイム労働者等に対する公正な処遇を行うためのルールの確立に向け

て、法制化も含めた早急な検討を進めること。 

三、母子家庭等の児童に対する扶養義務の履行を確保するため、養育費支払等に関する

広報・啓発活動の促進、養育費に関するガイドラインの策定等必要な措置を講ずると

ともに、扶養義務の履行を確保する施策の在り方について引き続き検討すること。 

  また、民事執行制度の見直しにおいては、少額定期給付債務である養育費について、

母子家庭の実情を踏まえ、簡易な手続きで将来発生する債務の差押えが行えるよう配

慮すること。 

四、児童扶養手当の受給期間が五年を超える場合の手当の一部支給停止に係る政令を定

めるに当たっては、事前に母子福祉団体など幅広く関係者の意見を聞くとともに、改

正法施行後における子育て・生活支援策、就労支援策、養育費確保策、経済的支援策

等の各種対策の進展状況、離婚の状況、扶養義務の履行の状況及び受給資格者の就職

の状況などを十分踏まえて行うこと。 

  また、児童扶養手当の所得制限についても、社会経済情勢や母子家庭の状況等を十

分に勘案しながら、適切に設定すること。 

  なお、児童扶養手当に係る認定の請求及び現況の届出等に際して、請求者等のプラ

イバシー等人権に配慮した対応がなされるよう、関係職員の研修等に努めること。 

五、母子家庭の居住の安定の確保については、地方公共団体と連携を図りつつ母子家庭

に対する公営住宅の優先入居を推進する等、公営住宅の積極的な活用が図られるよう



努めること。 

  また、賃貸住宅に入居する場合の家賃保証については、民間の家賃保証サービスの

実施状況等を踏まえ、必要な施策について検討すること。 

 右決議する。 


